
環境市民厚生常任委員会 
 

 

日 時  令和４年８月２５日（木）  午後１時３０分 ～ 

場 所  全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

 

２ 行政報告 

 

【市民生活部】 

（１）マイナンバーカードの普及促進に向けた取組について 

 

 

【環境先進都市推進部】 

（１）亀岡市再生可能エネルギー導入戦略・亀岡市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編）の策定について 

（２）かめおか未来づくり環境パートナーシップ協定に基づく取組について 

（㈱ ｅｃｏｍｍｉｔ） 

 

 

３ 行政視察の総括 

 

 

４ その他 



















 

市域における温室効果ガスの現状把握や、将来推計などの基礎調査を実施し、再生可能エネ

ルギーの導入可能性調査や、導入目標などを定めた【再生可能エネルギー導入戦略】を作成す

るとともに、その内容を盛り込んだうえで、２０５０年に市域の温室効果ガス排出量実質ゼロを

目指す【地球温暖化対策実行計画（区域施策編）】を策定します。 

 

■ 計画の概要 

 区域施策編と は 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体は「地方公共団体実行

計画」を策定するものとされています。特に、「区域施策編」では、その区域の自然的社会的

条件に応じて、温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合的な計画です。 

 作成時期   令和４年度中に策定 

 予定経費    9,999,000 円 

 その他     環境省の補助金「令和３年度（補正予算）二酸化炭素排出抑制対策事業費等 

補助金（地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり 

支援事業）を受けて実施します。 

 委託先     NTT ビジネスソリューションズ（株）京都ビジネス営業部【代表企業】 

及び（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所によるコンソーシアム 

 

■ 策定に向けたフロー図 

１．計画策定の準備 

   ●スケジュール・体制等の検討 

２．基礎調査の実施 

    

 

 

 

 

 

 

３．目標（案）と対策・施策の検討 

 

 

   

●計画期間や位置づけ、目標等の整理 

●現況分析 

（地域特性等の調査） 

●温室効果ガス排出

量の現状と将来推計 

●再エネポテンシャル

調査・導入方法の検討 

●調査結果を踏まえた課題の整理 

随
時 

： 

推
進
会
議
・審
議
会
で
の
検
討 

4．計画案の作成 

5．パブリックコメントの実施 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

… 計画案の修正等 

亀岡市再生可能エネルギー導入戦略・ 

亀岡市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定について 
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■ 策定スケジュール 

 

 １月中にパブリックコメントを予定しているため、内容の検討は概ね１２月～１月までに終了さ

せ、その後計画の微修正を行い、２月中の完成を目指します。 



令和４年８月２５日 

環境市民厚生常任委員会資料 

 

かめおか未来づくり環境パートナーシップ協定の締結に 

基づく取組について【㈱ecommit】 

 

１  会社概要 

名称：株式会社 e com m it（エコミ ット） （代表：川野 輝之） 

所在地：鹿児島県薩摩川内市水引町 2 8 0 3  

設立：2 0 0 9 年 10 月 

主な事業： 

リ ユースを中心としたモノの循環の仕組みをつくることで、循環型社会の実現を目指してい

る。取扱商品は幅広く、リ ユース品回収などで回収したモノのほとんどを国内外のリ ユースルー

トに乗せることが可能など、「循環商社」として環境問題へアプローチしている。 

 

２  本市と の連携事業 

（１）リ ユース品試験回収事業（2 0 2 2 年 5 月 2 9 日実施） 

「かめおか環境デー」に合わせ、リ ユース品試験回収を共同で実施。当日回収できたも ののう

ち、運搬の過程で破損したものなどを除いた全てを当該事業者のリ ユースルートに乗せ再利用

につなげた。なお、大型家具等は回収対象外とした。 

〇利用者数 約４０人 

〇実績 回収量 約５８６㎏ （う ちリ ユース量 約 5 7 6 ㎏） 

 

（２）めぐる環 物々交換市（2 0 2 2 年 8 月 2 1 日実施） 

「ボンボンマルシェ」内で「めぐる環 物々交換市」として、リ ユース品の回収と交換会を実施。 

前回試験回収と異なり 、大型家具なども対象とした。まずは地域内での循環を目指し、回収し

た品を当日展示するとともに、再利用していただけるものは持ち帰り も可能とした。 

なお、交換会後に引き取り 手のなかった品は、当該事業者のリ ユースルートに乗せ再利用につ

なげる予定。 

〇利用者数 １００人以上（持ち込み、持ち帰り 合わせて）  

〇実績 回収量 約１，０００㎏ （う ち交換会で持ち帰られた量 約４７０㎏） ※速報値 

 

３  令和４ 年度使用済製品等のリ ユースに関する自治体モデル事業（ 環境省事業）  

環境省のモデル事業に、「民間企業及び地元自治会と連携したリ ユース品に回収の実施と効果

の可視化」をテーマとして応募したところ、8 /19 付けで採択を受けた。 

本モデル事業では、地元の自治会館などでリ ユース品を回収、交換会を開催、地域でのリ ユー

ス品循環システムを構築する。なお、交換会後に残った品物は当該事業者が買い取り 、リ ユース

ルートに乗せ次の使い手につなぐことを想定している。 

また、本取り 組みを地域コミ ュニティの活性化のきっかけとすることで地域内循環システムを構

築することや、自治会の独自財源の確保についても可能性を検証する。 

さらには、同社が提供する追跡システムにより 、リ ユース品を追跡し、リ ユースの透明性を確保

すると同時に、リ ユース品の行先などのデータを蓄積するなど、リ ユースに関するノウハウを蓄積

し、今後の市民周知や施策への反映を図る。 
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【実施状況】 


